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浅口市空き家利活用事業補助金交付事前申出書
　浅口市空き家利活用事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申出します。この事前申出書に記載した事項は、事実に相違ありません。
　また、事前申出書の審査にあたり、下記に掲げる確認事項について、関係部署及び関係機関に調査、照会及び閲覧をすることについて承諾します。
１．確認事項
　　該当する場合は、□欄に✔印を付けてください。
□　空き家は戸建て住宅で、売買若しくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結しているものである。
□　空き家居住予定者は、空き家の売買契約または賃貸借契約を締結し、実績の報告前までに当該空き家に住民登録を行うことができる。
□　市に定住の意思をもって、所定の期間（移住型は10年、定住型は5年以上）継続して居住する意思がある。
□　市外からの転居を伴う場合、補助金申請時の住所地が浅口市外又は転入して2年以内である。
□　市外又は市内から転居する場合、改修空き家以外に、申請者又はその配偶者名義の持家を市内に所有していない。
□　市内から転居する場合、親世帯等との同居からの独立又は賃貸住宅等からの転居であり、転居前の建物に居住者がいる。
　□　補助金申請時に、空き家を取得して2年以内である。

　□　空き家所有者が共有名義の場合、他の所有者から同意が得られている。
　□　空き家居住予定者が、賃借して使用する場合は、補助事業を実施することについて、所有者の承諾を得ている。※申請書提出時に、承諾書の添付が必要

□　世帯員の中に、市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者はいない。

　□　世帯員の中に、浅口市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等はいない。
　□　居住以外（営利等）を目的とした利活用工事ではありません。
　□　施工予定事業者は、建築関連業務等を営む者である。
　□　工事施工予定事業者との契約は未定結であり、工事に着手していない。

　□　関係法令を遵守します
　□　令和8年2月末までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出できる。

　　　（１）補助事業に係る領収書・請求書明細書の写し
　　　（２）工事請負契約書（又は注文書及び請書）の写し
　　　（３）施工前及び施工完了後の写真（撮影日の確認できるもの）

　　　（４）その他市長が必要とする書類
2．その他
交付申請時点で、移住型（市外からの転居及び１０年以上居住）を希望し、１８歳未満の子と同居している場合は、□欄に✔印を付けてください。

　(1)　耐震性　　□有・□無(備考　　　　　　　　　　　　　　)

※昭和56年６月１日時点の建築基準法に基づく耐震基準を満たす場合又は耐震改修工事により当該耐震基準を満たす予定である場合は、以下のいずれかの写しを添えて提出できる。

□建築計画概要書

□耐震診断(改修計画診断)報告書(第三者評価を受けたもの)

□耐震等級１以上の住宅性能評価書
(2)　転居前の建物登記　□有・□無(備考　　　　　　　　　　)　　　　　　　　

※転居前の建物登記簿又は賃貸借契約書の写しを添えて提出できる(補助対象空き家が耐震基準を満たす場合に限る。)。
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